
香川県健康福祉部

部　長 土　岐　敦　史

就任のご挨拶

　本年₄月₁日付けで香川県健康福祉部長に就任いたしました土岐でございます。
　生活衛生関係営業に携わる皆様方におかれましては、日頃から生活衛生行政の推進をはじめ県政各般に
格別の御協力をいただいており、深く感謝いたします。
　生活衛生関係営業は、私たちの日常生活に密接に関係した各種サービスや商品を提供しており、県民の
皆様の衛生的で快適な生活の確保において重要な役割を果たしております。
　しかしながら、現在、急激な人口減少と少子高齢化という大きな社会構造の変化に直面するとともに、
グローバル化やICTなどの技術革新の進展など、内外の情勢が著しく変化しています。また、昨年10月か
らの消費税増税や、本年₄月からの受動喫煙防止対応、加えて新型コロナウイルス感染症の影響による事
業活動への支障など、生活衛生関係営業を取り巻く環境は大変厳しい状況にあります。
　このような状況の中、香川県では、多様で活力ある香川の実現に向け､「信頼・安心、成長、笑顔の香
川」の₃つの柱のもと､（公財）香川県生活衛生営業指導センターへの助成等を通して、生活衛生関係営
業の経営全般にわたる相談指導や後継者の育成支援など、生活衛生関係営業の活性化や振興に積極的に取
り組んでいます。今後とも、皆様が活力を持って、より良いサービスを提供できるよう、時代に即した生
活衛生関係営業の一層の振興に努めてまいります。
　皆様方におかれましては、同指導センターを中心に生活衛生関係営業者が結束し、公衆衛生の向上や、
地域に密着したサービスの提供などを通じて、県民の皆様の安全で快適な生活環境づくりに、更なる御尽
力を賜りますよう期待しております。
　結びになりますが、生活衛生関係営業のますますの御発展と皆様方の御健勝を心からお祈り申し上げま
して、就任の御挨拶といたします。
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令和₂年度事業計画

　令和₂年₃月11日㈬の理事会において、令和₂年度
の事業計画（案）及び収支予算（案）等の審議を行い、
提出議案は原案どおり可決承認されました。
令和₂年度の事業計画
₁　相談指導事業
⑴　相談室運営事業
　指導センターに相談室を設け、経営指導員が生
活衛生営業の経営振興や衛生管理、税務処理、融
資等各種相談を常時受け付け、指導助言を行う。
⑵　税務相談事業
　毎月₁回、公認会計士による相談指導を行う。

⑶　地区生活衛生営業相談指導事業
　県下₃地区に相談室を設置。経営指導員による
相談指導を行う。
⑷　相談指導顧問設置事業
　毎月₁回、中小企業診断士による相談指導を行
う。
⑸　経営指導員による指導事業
　経営指導員が生活衛生営業者を巡回し、指導助
言を行う。
⑹　生活衛生経営改善資金融資指導事業
　各生活衛生同業組合の協力のもと経営特別相談
員の活動を促進し、生活衛生経営改善資金融資の
適正な運用を図り生活衛生営業者の経営の安定に
資する。

三矢 昌洋氏
香川県ホテル旅館生活衛生同業組合

理事長

国際交流・協力功労 環境衛生功労

環境衛生功労

大西　等氏

穴田 克己氏

元香川県理容業環境衛生同業組合
理事

元香川県食肉環境衛生同業組合
理事
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　経営特別相談員数　35名（令和₂年₄月₁現在）
₂　情報化整備事業
　行政機関や全国生活衛生営業指導センター等から
生活衛生営業に関する各種情報を収集し、分析蓄積
するとともに、メール通信やホームページ、「生衛か
がわ」等を通じて生活衛生同業組合や生活衛生営業
者、利用者消費者に提供する。また、生活衛生業情
報ネットワークシステムの維持管理を行い、名簿情
報管理システムやアンケート処理機能を用いて情報
の蓄積を行う。「生衛かがわ」は、年₂回発行する。

₃　後継者育成支援事業
　生活衛生営業界の高齢化及び後継者不足に対応す
るため、学生等の生活衛生営業に対する職業観の向
上と就業を促進するための事業を行う。

₄　標準営業約款事業
　関係生活衛生同業組合と連携を図り、標準営業約
款に従って営業を行おうとする生活衛生営業者の登
録を行うとともに、この制度の普及促進を図る。

₅　研修事業
　生活衛生営業に関する研修会を実施し、生活衛生
営業者等の知識や資質の向上を図り、利用者や消費
者等の利益の擁護を図る。
⑴　生活衛生経営特別相談員研修
⑵　クリーニング師等研修
⑶　その他の研修

₆　調査事業
⑴　生活衛生関係営業景気動向等調査（年₄回）
⑵　生活衛生関係営業経営状況調査（年₄回）
⑶　生活衛生関係営業経営現況調査
　　経営指導員による調査（随時）

₇　衛生水準の確保・向上事業
　（公財）全国生活衛生営業指導センターが実施する
「衛生水準の確保・向上事業」に協力し、関係機関や
関係団体が連携・協力して、生衛組合の周知広報、
組合活動の活性化等の事業を推進するため、推進会
議の開催、広報事業等を行う。

「申請サポート会場」を順次開設しています。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために

ご利用に際しての注意点や、開催場所などの詳細につきましては順次、ホーム
ページへ掲載していきます。なお、新型コロナウィルス感染防止のため、事前予約が
必要となります。ご来場の際は、必要事項を書いた紙と、必要書類のコピー（でき
れば現物も）をご持参の上、お越しください。事前予約の方法等、詳細はホーム
ページをご確認ください。

売上が前年同月比 50％以上減少している事業者の方は、

（今年 12 月までに売上が 50％以上減少した月がある事業者が対象。令和 3 年 1 月 15 日まで申請が可能です。）
事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える給付金を申請できます。

給付内容

220000万万円円上上限限中堅・中小企業、小規模事業者中堅・中小企業、小規模事業者 110000万万円円上上限限フフリリーーラランンススをを含む含む個個人人事事業業者者

給付額  給付額  ::  前年の総売上 前年の総売上（事業収入）（事業収入）    -- （前年同月比 （前年同月比▲▲50％月の売50％月の売上上    ××1122かか月月））

8:30~19:00
（5、6月中は全日対応）

[受付時間 ]

※コールセンターでは、不正受給の
　内部通報にも対応しています。FAXでも情報が取り出せます。

00112020--115115--570570 IP電話番号 0303--68316831--06130613
お電話は大変混お電話は大変混み合み合うことうことが予想が予想されますのされますので、で、ホホーームペムペーージジややFAX、LINFAX、LINEEももごご活活用用くくだだささいい。。

持続化給付金持続化給付金ココーールルセセンンタターー

LINEでもお問い合わせを受け付けています。
LINE ID：@kyufukin_line

申請方法

パソコンでの申請は スマホでの申請は

「持続化給付金」の詳細情報もご覧いただけます。

持続化給付金 検 索

新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、迅速かつ安全に給付を行うため、

電子（オンライン）申請で受け付けます。
パソコンでも、スマホでも、簡単にできます。

申請は持続化給付金ホームページから。

事業継続にお困りの中堅・中小企業、小規模事業者
フリーランスを含む個人事業者の皆様へ

新型コロナウイルスの感染拡大により、休業を余儀なくされるなど

〔お知らせ〕
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再生紙を使用しています

人 事 異 動人 事 異 動
県関係
令和₂年₄月₁日付で人事異動がありました。
県健康福祉部	 部　　長	 土岐　敦史
県健康福祉部	 次　　長	 森岡　英司
県生活衛生課	 副 課 長	 山本　知子
小豆総合事務所次長（兼）小豆保健所長
	 	 横山　勝教
中讃保健福祉事務所	 衛生課長	 横田由美子
東讃保健福祉事務所	 衛生課長	 近藤　恵美
西讃保健福祉事務所	 衛生課長	 西川　辰恵
小豆総合事務所	 衛生課長	 辻　　泰司

｢新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ｣

　税務署に申請することにより、「延滞税なし」、「無担
保」で１年間、国税の納付が猶予される「特例猶予」
が創設されました。
　この制度を利用するには、①新型コロナウイルスの
影響により、令和₂年₂月以降の任意の期間（₁か月
以上）において、事業等にかかる収入が前年同期に比
べて概ね20％以上減少していること、②一時に納付す
ることが困難であることが要件となります。
　なお、対象となる国税は令和₂年₂月₁日から同₃

年₁月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、
消費税等ほぼすべての税目が対象になります。
　まずは「高松国税局猶予相談センター」にお電話く
ださい。

　　　（フリーダイヤル）
　　　℡０１２０－９４８―５０７
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まずは「国税局猶予相談センター」へ電話でお早めにご相談ください

●�猶予制度に関するお問合わせについては、「国税局猶予相談センター」（フリーダイヤル等）を
ご利用ください

【受付時間】8 ： 3 0 ～ 1 7 ： 0 0 （土日祝日除く。）

【フリーダイヤル】0 1 2 0 ー 9 4 8 ー 5 0 7
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm


